
（第18515号）東 京 都 公 報令和8年3月30日（月曜日）
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次

規

則

○
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障

害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…

…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
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環
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保
健
衛
生
課
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一
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示

○
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公
園
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置
、
区
域
及
び
面
積
の
変
更
…
…
…
…
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…
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…
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…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
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課
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四

雑

報

○
当
せ
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金
付
証
票
の
発
売
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）…
七

規

則

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
及
び
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医

療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
五
号

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の

助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
大
気
汚
染
に
係

る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

第
一
条

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
二
百

五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

個
人
番
号
に
係
る
調
書
（
別
記
第
一
号
様
式
の
四
）

第
三
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
」
を

「
第
一
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
知
事
に
お
い
て
、
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
十
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
（
同
法
第
二
条

第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

提
供
が
受
け
ら
れ
る
場
合
又
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す

る
者
が
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
」
を
「
認

め
た
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

個
人
番
号
に
係
る
調
書
（
別
記
第
一
号
様
式
の
四
）

第
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。

第
九
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

前
二
項
の
届
出
は
、
個
人
番
号
に
係
る
調
書
を
添
え
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
認
め
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
四
項

の
規
定
を
準
用
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「

」
を

に
改
め
る
。

「

」

別
記
第
一
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
一
号
様
式
の
三
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
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改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



令和8年3月30日（月曜日）東 京 都 公 報（第18515号） ４

（裏面）

別
記
第
二
号
様
式

中
「（

住
民
票
の
写
し
が
必
要
で

す
。
）

」
を
削
る
。

第
二
条

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十

九
年
東
京
都
規
則
第
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
附
則
様
式

（裏面）
中
「（

住
民
票
の
写
し
が
必
要
で
す
。
）

」

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
一
条
中
別
記
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
気
汚

染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
二
号
様
式
ま
で
及
び
大
気
汚

染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
別
記
附
則
様
式
に
よ
る
用
紙

で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
一
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
長
沼
公
園

別
図
⑴
の
と
お
り

令
和
八
年
三
月
三

十
一
日

東
京
都
立
神
代
植
物
公
園

別
図
⑵
の
と
お
り

同
日

東
京
都
立
大
戸
緑
地

別
図
⑶
の
と
お
り

同
日

東
京
都
立
野
山
北
・
六
道

山
公
園

別
図
⑷
の
と
お
り

同
日


